
（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

（平成２７年１０月１日作成）

法 令 名 学校教育法

根 拠 条 項 第４条第１項

許 認 可 等 学校の設置廃止、設置者の変更等の認可

の 種 類

法 令 の 定 め 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項（次条

において「設置廃止等」という。）は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受け

なければならない。これらの学校のうち、高等学校（中等教育学校の後期課程を含

む。）の通常の課程（以下「全日制の課程」という。）、夜間その他特別の時間又は

時期において授業を行う課程（以下「定時制の課程」という。）及び通信による教

育を行う課程（以下「通信制の課程」という。）、大学の学部、大学院及び大学院

の研究科並びに第１０８条第２項の大学の学科についても、同様とする。

１ 公立又は私立の大学及び高等専門学校 文部科学大臣

２ 市町村の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校 都道府県の教

育委員会

３ 私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校

都道府県知事

審 査 基 準 「私立の高等学校、中学校、中等教育学校、小学校、特別支援学校及び幼稚園

の設置等の認可に関する審査基準」による

標準処理期間 総 期 間 ６ 日・月 （注：休日は含まない。）

※広域通信制の高等学校は８月

経由機関 ０．５ 日・月 （各総合振興局長（振興局長）（地域政策部

総務課））

協議機関 日・月 （ ）

処分機関 ５．５ 日・月 （知事（総務部法務・法人局学事課) ）

※広域通信制の高等学校は７．５月

処 分 担 当 課 総務部法務・法人局学事課中高専修学校グループ（電話番号：011-231-4111 内線22-513）

〃 企画幼稚園グループ（電話番号：011-231-4111 内線22-518）

申 請 先 各総合振興局（振興局）総務課

問い合わせ先 処分担当課に同じ

備 考 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/


（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

（平成２７年１０月１日作成）

法 令 名 学校教育法

根 拠 条 項 第１３０条第１項

許 認 可 等 専修学校の設置廃止等の認可

の 種 類

法 令 の 定 め 国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置廃止（高等課程、

専門課程又は一般課程の設置廃止を含む。）、設置者の変更及び目的の変更は、市

町村の設置する専修学校にあっては都道府県の教育委員会、私立の専修学校にあっ

ては都道府県知事の認可を受けなければならない。

審 査 基 準 「私立専修学校及び私立各種学校の設置等の認可に関する審査基準」による

標準処理期間 総 期 間 ６ 日・月 （注：休日は含まない。）

経由機関 ０．５ 日・月 （各総合振興局長（振興局長）（地域政策部

総務課））

協議機関 日・月 （ ）

処分機関 ５．５ 日・月 （知事（総務部法務・法人局学事課) ）

処 分 担 当 課 総務部法務・法人局学事課中高専修学校グループ（電話番号：011-231-4111 内線22-521）

申 請 先 各総合振興局（振興局）総務課

問い合わせ先 処分担当課に同じ

備 考 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/


（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

（平成２７年１０月１日作成）

法 令 名 学校教育法

根 拠 条 項 第１３４条第２項

許 認 可 等 各種学校の設置廃止等の認可

の 種 類

法 令 の 定 め 第４条第１項前段、第５条から第７条まで、第９条から第１１条まで、第１３条、

第１項第１４条及び第４２条から第４４条までの規定は、各種学校に準用する。

この場合において、第四条第１項前段中「次の各号に掲げる学校」とあるのは、「市

町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「当該各号に定める者」とある

のは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第１０条中「大学及び高等専

門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都

道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第１３条第１項中「第４条第１

項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」

と、「同項各号に定める者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県

知事」と、第１４条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校につい

ては都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道

府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校については都道府県の教育委員

会、私立の各種学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。

審 査 基 準 「私立専修学校及び私立各種学校の設置等の認可に関する審査基準」による

標準処理期間 総 期 間 ６ 日・月 （注：休日は含まない。）

経由機関 ０．５ 日・月 （各総合振興局長（振興局長）（地域政策部

総務課））

協議機関 日・月 （ ）

処分機関 ５．５ 日・月 （知事（総務部法務・法人局学事課) ）

処 分 担 当 課 総務部法務・法人局学事課中高専修学校グループ（電話番号：011-231-4111 内線22-521）

申 請 先 各総合振興局（振興局）総務課

問い合わせ先 処分担当課に同じ

備 考 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/


（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

（平成２７年１０月１日作成）

法 令 名 私立学校法

根 拠 条 項 第３０条第１項

許認可等の種類 学校法人の寄付行為の認可

法 令 の 定 め 学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄付行為をもって少な

くとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄付行為に

ついて所轄庁の認可を申請しなければならない。

１ 目的

２ 名称

３ その設置する私立学校の名称及び当該私立学校に課程、学部、大学院、大学院の研究科、

学科又は部を置く場合には、その名称又は種類（市立高等学校（私立中等教育学校の後期課

程を含む。）に広域の通信制の課程（学校教育法第５４条第３項（同法第７０条第１項におい

て準用する場合を含む。）に規定する広域の通信制の課程をいう。）を置く場合には、その旨

を含む。）

４ 事務所の所在地

５ 役員の定数、任期、選任及び解任の方法その他役員に関する規定

６ 理事会に関する規定

７ 評議員会及び評議員に関する規定

８ 資産及び会計に関する規定

９ 収益を目的とする事業を行う場合には、その事業の種類その他事業に関する規定

10 解散に関する規定

11 寄付行為の変更に関する規定

12 公告の方法

審 査 基 準 「学校法人及び準学校法人の寄付行為及び寄付行為変更の認可に関する審査基

準」による。

標準処理期間 総 期 間 ６ 日・月 （注：休日は含まない。）

経由機関 ０．５ 日・月 （各総合振興局長（振興局長）（地域政策部

総務課））

協議機関 日・月 （ ）

処分機関 ５．５ 日・月 （知事（総務部法務・法人局学事課) ）

処 分 担 当 課 総務部法務・法人局学事課中高専修学校グループ（電話番号：011-231-4111 内線22-513）

〃 企画幼稚園グループ（電話番号：011-231-4111 内線22-518）

申 請 先 各総合振興局（振興局）総務課

問い合わせ先 処分担当課に同じ

備 考 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/


（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

（平成２７年１０月１日作成）

法 令 名 私立学校法

根 拠 条 項 第４５条

許 認 可 等 学校法人の寄付行為変更の認可

の 種 類

法 令 の 定 め 寄付行為の変更（文部科学省令で定める事項に係るものを除く。）は、所轄庁の

認可を受けなければ、その効力を生じない。

審 査 基 準 「学校法人及び準学校法人の寄付行為及び寄付行為変更の認可に関する審査基

準」による。

標準処理期間 総 期 間 ６ 日・月 （注：休日は含まない。）

経由機関 日・月 （ ）

協議機関 日・月 （ ）

処分機関 日・月 （ ）

処 分 担 当 課 総務部法務・法人局学事課中高専修学校グループ（電話番号：011-231-4111 内線22-513）

〃 企画幼稚園グループ（電話番号：011-231-4111 内線22-518）

申 請 先 同上

問い合わせ先 同上

備 考 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/


（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

（平成２７年１０月１日作成）

法 令 名 私立学校法

根 拠 条 項 第５０条第２項

許 認 可 等 学校法人の解散の認可又は認定

の 種 類

法 令 の 定 め 第５０条第１項

学校法人は次の事由によって解散する。

１ 理事の３分の２以上の同意及び寄付行為で更に評議員会の議決を要するものと

定められている場合には、その議決

２ 寄付行為に定めた解散事由の発生

３ 目的たる事業の成功の不能

４ 学校法人又は第６４条第４項の法人との合併

５ 破産手続開始の決定

６ 第６２条第１項の規定による所轄庁の解散命令

第５０条第２項

前項第１号及び第３号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定を受け

なければ、その効力を生じない。

審 査 基 準 設置者個々の事由に起因する解散の申請について、あらかじめ審査基準を定め

ることは困難であることから、定めていない。

標準処理期間 総 期 間 ６ 日・月 （注：休日は含まない。）

経由機関 日・月 （ ）

協議機関 日・月 （ ）

処分機関 日・月 （ ）

処 分 担 当 課 総務部法務・法人局学事課中高専修学校グループ（電話番号：011-231-4111 内線22-513）

〃 企画幼稚園グループ（電話番号：011-231-4111 内線22-518）

申 請 先 同上

問い合わせ先 同上

備 考 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/


（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

（平成２７年１０月１日作成）

法 令 名 私立学校法

根 拠 条 項 第５２条第２項

許 認 可 等 学校法人の合併の認定

の 種 類

法 令 の 定 め 合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

審 査 基 準 設置者個々の事由に起因する合併の申請について、あらかじめ審査基準を定め

ることは困難であることから、定めていない。

標準処理期間 総 期 間 ６ 日・月 （注：休日は含まない。）

経由機関 日・月 （ ）

協議機関 日・月 （ ）

処分機関 日・月 （ ）

処 分 担 当 課 総務部法務・法人局学事課中高専修学校グループ（電話番号：011-231-4111 内線22-513）

〃 企画幼稚園グループ（電話番号：011-231-4111 内線22-518）

申 請 先 同上

問い合わせ先 同上

備 考 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/


（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

（平成２７年１０月１日作成）

法 令 名 私立学校法

根 拠 条 項 第６４条第５項

許 認 可 等 専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人に係る寄付行為の認可及び変

の 種 類 更の認可

法 令 の 定 め 第３０条第１項（第３章第２節）

学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄付行為をもって少な

くとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続きに従い、当該寄付行為

について所轄庁の認可を申請しなければならない。（以下略）

第６４条第４項

専修学校又は各種学校を設置しようとする者は、専修学校又は各種学校の設置の

みを目的とする法人を設立することができる。

第６４条第５項

第３章の規定（同章に関する罰則の規定を含む。）は、前項の法人に準用する。

この場合において、同章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私

立各種学校」と読み替えるものとする。

審 査 基 準 「学校法人及び準学校法人の寄付行為及び寄付行為変更の認可に関する審査基準」

による

標準処理期間 総 期 間 ６ 日・月 （注：休日は含まない。）

経由機関 日・月 （ ）

協議機関 日・月 （ ）

処分機関 日・月 （ ）

処 分 担 当 課 総務部法務・法人局学事課中高専修学校グループ（電話番号：011-231-4111 内線22-521）

申 請 先 同上

問い合わせ先 同上

備 考 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/


（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

（平成２７年１０月１日作成）

法 令 名 私立学校法

根 拠 条 項 第６４条第５項

許 認 可 等 専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人の解散及び合併の認可

の 種 類

法 令 の 定 め 第５０条第２項（第３章第４節）

前項第１号及び第３号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定を受け

なければ、その効力を生じない。

第５２条第２項（第３章第４節）

合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第６４条第４項

専修学校又は各種学校を設置しようとする者は、専修学校又は各種学校の設置の

みを目的とする法人を設立するこができる。

第６４条第５項

第３章の規定（同章に関する罰則の規定を含む。）は、前項の法人に準用する。

この場合において、同章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私

立各種学校」と読み替えるものとする。

審 査 基 準 設置者個々の事由に起因する解散、合併の申請について、あらかじめ審査基準を

定めることは困難であることから、定めていない。

標準処理期間 総 期 間 ６ 日・月 （注：休日は含まない。）

経由機関 日・月 （ ）

協議機関 日・月 （ ）

処分機関 日・月 （ ）

処 分 担 当 課 総務部法務・法人局学事課中高専修学校グループ（電話番号：011-231-4111 内線22-521）

申 請 先 同上

問い合わせ先 同上

備 考 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/


（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

（平成２７年１０月１日作成）

法 令 名 私立学校法

根 拠 条 項 第６４条第６項

許 認 可 等 学校法人及び準学校法人の組織変更の認定

の 種 類

法 令 の 定 め 第６４条第４項

専修学校又は各種学校を設置しようとする者は、専修学校又は各種学校の設置の

みを目的とする法人を設立することができる。

第６４条第６項

学校法人及び第４項の法人は、寄付行為の寄付行為の定めるところにより必要な

寄付行為の変更をして所轄庁の認可を受けたには、それぞれ第４項の法人及び学校

法人となることができる。

審 査 基 準 「学校法人及び準学校法人の寄付行為及び寄付行為変更の認可に関する審査基準」

による

標準処理期間 総 期 間 ６ 日・月 （注：休日は含まない。）

経由機関 日・月 （ ）

協議機関 日・月 （ ）

処分機関 日・月 （ ）

処 分 担 当 課 総務部法務・法人局学事課中高専修学校グループ（電話番号：011-231-4111 内線22-513）

〃 企画幼稚園グループ（電話番号：011-231-4111 内線22-518）

申 請 先 同上

問い合わせ先 同上

備 考 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/


（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

（平成２７年１０月１日作成）

法 令 名 宗教法人法

根 拠 条 項 第１２条第１項

許認可等の種類 宗教法人の設立に係る規則の認証

法 令 の 定 め 宗教法人を設立しようとする者は、次に掲げる事項を記載した規則を作成し、

その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。

１ 目的

２ 名称

３ 事務所の所在地

４ 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非

宗教法人の別

５ 代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並びに代

表役員についてはその任期及び職務権限、責任役員についてはその員数、任期及び職務権限、

代務者についてはその職務権限に関する事項

６ 前号に掲げるものの外、議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、その機関に関す

る事項

７ 第６条の規定による事業を行う場合には、その種類及び管理運営（同条第２項の規定によ

る事業を行う場合には、収益処分の方法を含む。）に関する事項

８ 基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分（第２３条但書の規定の適用を受ける

場合に関する事項を定めた場合には、その事項を含む。）予算、決算及び会計その他の財務に

関 する事項

９ 規則の変更に関する事項

10 解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合には、その事項

11 公告の方法

12 第５号から前号までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、又は他の宗教団体に

よって制約される事項を定めた場合には、その事項

13 前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項

審 査 基 準 「宗教法人の規則等の認証に関する審査基準」による

標準処理期間 総 期 間 ３ 日・月 （注：休日は含まない。）

経由機関 日・月 （ ）

協議機関 日・月 （ ）

処分機関 日・月 （ ）

※認証の申請に対しては、宗教法人法第１４条第４項の規定により、申請書を受理した日から

３ヶ月以内に認証に関する決定をすることと定められている。

処 分 担 当 課 各総合振興局（振興局）総務課

申 請 先 同上

問い合わせ先 同上

備 考 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj



（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

（平成２７年１０月１日作成）

法 令 名 宗教法人法

根 拠 条 項 第２６条第１項

許 認 可 等 宗教法人の規則の変更の認証

の 種 類

法 令 の 定 め 宗教法人は、規則を変更しようとするときは、規則で定めるところによりその

変更のための手続きをし、その規則の変更について所轄庁の認証を受けなければ

ならない。この場合において、宗教法人が当該宗教法人を包括する宗教団体との

関係を廃止しようとするときは、当該関係の廃止に係る規則の変更に関し当該宗

教法人の規則中に当該宗教法人を包括する宗教団体が一定の権限を有する旨の定

めがある場合でも、その権限に関する規則の規定によることを要しないものとす

る。

審 査 基 準 「宗教法人の規則等の認証に関する審査基準」による

標準処理期間 総 期 間 ３ 日・月 （注：休日は含まない。）

経由機関 日・月 （ ）

協議機関 日・月 （ ）

処分機関 日・月 （ ）

※認証の申請に対しては、宗教法人法第２８条第２項の規定（第１４条第４項の規定を準用）

により、申請書を受理した日から３ヶ月以内に認証に関する決定をすることと定められてい

る。

処 分 担 当 課 各総合振興局（振興局）総務課

申 請 先 同上

問い合わせ先 同上

備 考 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/


（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

（平成２７年１０月１日作成）

法 令 名 宗教法人法

根 拠 条 項 第３３条

許 認 可 等 宗教法人の合併の認証

の 種 類

法 令 の 定 め 宗教法人は、合併しようとするときは、第３４条から第３７条までの規定によ

る手続をした後、その合併について所轄庁の認証を受けなければならない。

審 査 基 準 「宗教法人の規則等の認証に関する審査基準」による

標準処理期間 総 期 間 ３ 日・月 （注：休日は含まない。）

経由機関 日・月 （ ）

協議機関 日・月 （ ）

処分機関 日・月 （ ）

※認証の申請に対しては、宗教法人法第３９条第２項の規定（第１４条第４項の規定を準用）

により、申請書を受理した日から３ヶ月以内に認証に関する決定をすることと定められてい

る。

処 分 担 当 課 各総合振興局（振興局）総務課

申 請 先 同上

問い合わせ先 同上

備 考 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/


（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

（平成２７年１０月１日作成）

法 令 名 宗教法人法

根 拠 条 項 第４４条第１項

許 認 可 等 宗教法人の任意解散の認証

の 種 類

法 令 の 定 め 宗教法人は、前条第１項の規定による解散をしようとするときは、第２項及び第

３項の規定による手続をした後、その解散について所轄庁の認証を受けなければな

らない。

審 査 基 準 「宗教法人の規則等の認証に関する審査基準」による

標準処理期間 総 期 間 ３ 日・月 （注：休日は含まない。）

経由機関 日・月 （ ）

協議機関 日・月 （ ）

処分機関 日・月 （ ）

※認証の申請に対しては、宗教法人法第４６条第２項の規定（第１４条第４項の規定を準用）

により、申請書を受理した日から３ヶ月以内に認証に関する決定をすることと定められてい

る。

処 分 担 当 課 各総合振興局（振興局）総務課

申 請 先 同上

問い合わせ先 同上

備 考 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/


（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

（平成２７年１０月１日作成）

法 令 名 私立学校振興助成法

根 拠 条 項 第１４条第３項

許 認 可 等 監査報告書の添付に係る許可

の 種 類

法 令 の 定 め 第１４条第１項

第４条第１項又は第９条に規定する補助金の交付を受ける学校法人は、文部科

学大臣の定める基準に従い、会計処理を行い、賃借対照表、収支計算書その他の

財務計算に関する書類を作成しなければならない。

第１４条第２項

前項に規定する学校法人は、同項の書類のほか、収支予算書を所轄庁に届け出

なければならない。

第１４条第３項

前項の場合においては、第１項の書類については、所轄庁の指定する事項に関

する公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。

ただし、補助金の額が寡少であって、所轄庁の許可を受けたときは、この限り

でない。

審 査 基 準 一会計年度における補助金の合計額が 1,000万円未満の学校法人を対象とする。

標準処理期間 総 期 間 ２０ 日・月 （注：休日は含まない。）

経由機関 日・月 （ ）

協議機関 日・月 （ ）

処分機関 日・月 （ ）

処 分 担 当 課 総務部法務・法人局学事課中高専修学校グループ（電話番号：011-231-4111 内線22-513）

〃 企画幼稚園グループ（電話番号：011-231-4111 内線22-518）

申 請 先 同上

問い合わせ先 同上

備 考 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/

